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平成25年度 まちづくり懇談会を
開催しました

　平成２5年度まちづくり懇談会では、「特別養護老人ホーム及び
デイサービスセンターの建替えと経営移譲」、「第６次別海町総合計
画の見直し」、「投票所（第４投票区・ 第17投票区）の閉める時間
の繰上げ」について説明を行ったほか、参加された皆様からご意見・
ご質問を多数いただきました。

■1月30日㈭19:00～
　西春別地区（西春別ふれあいセンター）
■1月31日㈮14:00～
　尾岱沼地区（尾岱沼地域センターきらくる）
■1月31日㈮19:00～
　別海地区（別海町役場）

開催日・会場

説
明
内
容

　

懇
談
会
で
の
説
明
内
容
及
び
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
・
ご
質
問
要
旨
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
報
告
内
容
は
、
紙
面
の
都
合
に
よ
り
一
部
抜
粋
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の

　

建
替
え
と
経
営
移
譲
に
つ
い
て

●
虐
待
事
件
の
経
過

　

再
発
防
止
の
取
り
組
み
と
改
善
状
況
に
つ

い
て
、
昨
年
４
月
と
５
月
に
虐
待
の
通
報
を

受
け
た
北
海
道
が
、
施
設
職
員
の
聞
き
取
り

な
ど
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
平

成
20
年
４
月
に
男
性
従
業
者
が
利
用
者
の
顔

を
平
手
打
ち
し
た
、
平
成
24
年
11
月
と
平
成

25
年
２
月
に
女
性
従
業
者
が
足
で
利
用
者
の

く
る
ぶ
し
上
方
を
内
側
か
ら
広
げ
る
行
為
に

よ
り
あ
ざ
を
つ
く
っ
た
、
平
成
25
年
２
月
に

女
性
従
業
者
が
利
用
者
を
前
方
に
倒
し
、
別

の
女
性
従
業
者
が
そ
の
利
用
者
に
馬
乗
り
に

な
っ
た
う
え
、
顔
を
複
数
回
平
手
打
ち
し
、

前
歯
が
取
れ
た
、
と
い
う
事
件
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
北
海

道
は
７
月
３
日
に
柏
の
実
会
へ
法
令
違
反
を

改
善
す
る
よ
う
勧
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

柏
の
実
会
は
、
勧
告
で
求
め
ら
れ
た
改
善

事
項
の
措
置
を
策
定
し
、
７
月
31
日
に
北
海

道
へ
提
出
し
、
今
年
１
月
に
全
て
の
改
善
措

置
を
実
行
し
た
と
の
報
告
を
受
け
て
お
り
ま

す
。

　

町
は
、
７
月
24
日
と
28
日
の
２
日
間
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所
者
の
家
族
の
皆
さ

ん
に
、
虐
待
事
件
の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
、

柏
の
実
会
と
合
同
で
説
明
を
行
い
、
出
席
い

た
だ
い
た
方
に
、
柏
の
実
会
へ
の
経
営
移
譲

に
つ
い
て
ご
理
解
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

●
事
件
後
の
町
や
柏
の
実
会
の
対
応

　

町
は
、
昨
年
６
月
に
「
経
営
移
譲
の
条
件

と
し
て
、
安
心
し
て
預
け
ら
れ
る
施
設
運
営

が
行
わ
れ
る
法
人
と
な
り
、
利
用
者
や
保
護

者
を
は
じ
め
、
地
域
か
ら
信
頼
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
改
善
す
る
こ
と
」
を
要
請
し
ま
し

た
。
内
容
は
、
移
譲
先
法
人
が
信
頼
回
復
の

た
め
執
る
べ
き
行
動
と
し
て
、
大
き
な
項
目

で
改
善
を
要
請
し
た
も
の
で
す
。
１
点
目

は
、「
入
所
者
が
安
心
し
て
施
設
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
こ

と
」、
２
点
目
は
、「
事
故
検
証
に
よ
る
事
故

の
原
因
と
そ
の
改
善
策
及
び
そ
の
効
果
」、

３
点
目
は
、「
第
三
者
を
含
め
た
虐
待
防
止

委
員
会
の
設
置
」、
４
点
目
は
、「
法
人
組
織

体
制
の
見
直
し
と
処
分
」
で
す
。

　

柏
の
実
会
は
、
町
か
ら
の
要
請
と
北
海
道

か
ら
の
勧
告
を
受
け
て
、
第
三
者
を
含
め
た

「
虐
待
防
止
委
員
会
と
事
故
防
止
委
員
会
」

合
同
に
よ
る
事
故
の
検
証
を
行
い
、
事
故
の

要
因
と
な
る
対
応
困
難
時
の
支
援
方
法
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
、
個
別
支
援
計
画
に
よ
る
適
切

な
支
援
の
実
施
、
役
職
員
に
対
す
る
人
権
擁

護
の
意
識
向
上
の
た
め
の
研
修
、
虐
待
に
係

っ
た
職
員
と
施
設
管
理
者
の
処
分
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
施
設
運
営
の
要
と
な
る

学
園
長
や
支
援
部
長
に
経
験
豊
富
な
人
材
を

新
た
に
配
置
し
、
法
人
運
営
に
理
事
が
管
理

監
督
者
と
し
て
参
画
し
、
法
令
遵
守
委
員
会

の
設
置
や
顧
問
弁
護
士
を
配
置
す
る
な
ど
、

再
発
防
止
と
信
頼
回
復
に
向
け
取
り
組
み
を

進
め
て
お
り
、
そ
の
改
善
状
況
は
、
随
時
、

報
告
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

●
改
善
状
況

　

町
に
は
、
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

る
保
護
者
か
ら
、「
保
護
者
に
対
す
る
言
葉

づ
か
い
な
ど
対
応
が
よ
く
な
り
、
迎
え
に
行

く
と
必
ず
利
用
者
の
一
日
の
様
子
を
話
し
て

く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
声
な
ど
が

届
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
保
護
者
会
の
会
長

か
ら
は
、
保
護
者
会
が
要
望
し
た
改
善
事
項

は
、
全
面
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、
積
極
的
な

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
保
護
者

を
含
め
た
関
係
者
の
懇
談
会
で
、「
利
用
者

や
保
護
者
へ
の
対
応
が
目
に
見
え
て
よ
く
な

っ
た
」
と
い
う
意
見
が
多
く
出
て
い
る
、
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
会
長
は
虐
待
防
止
委
員
会
と
事

故
防
止
委
員
会
の
委
員
を
さ
れ
、
事
件
後
の

柏
の
実
会
の
取
り
組
み
や
実
践
か
ら
、「
柏

の
実
会
は
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
」
と
感
じ
取

り
、「
保
護
者
会
か
ら
の
信
頼
回
復
は
図
ら

れ
て
い
る
」
と
も
話
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

町
の
改
善
要
請
に
対
し
て
ス
ピ
ー
ド
感
を

持
っ
て
真
摯
に
取
り
組
み
、
職
員
の
資
質
の

向
上
や
法
人
体
制
の
見
直
し
な
ど
も
積
極
的

に
対
応
し
、
法
令
遵
守
を
第
一
と
捉
え
た
支

援
が
実
践
さ
れ
て
お
り
、
保
護
者
の
信
頼
回

復
も
進
ん
で
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

●
建
替
え
後
の
利
用
者
負
担
額

　

建
替
え
後
の
新
施
設
は
、
現
行
の
数
人
が

相
部
屋
で
生
活
す
る
多
床
室
型
施
設
か
ら
全

室
個
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
に
変
わ
る
こ
と

か
ら
、
居
住
費
が
増
額
と
な
り
、
利
用
者
負

担
額
は
大
き
く
増
額
と
な
り
ま
す
。

　

生
活
保
護
受
給
者
は
増
額
と
な
る
居
住
費



11　BETSUKAI 2014.4

に
対
す
る
公
的
支
援
が
な
い
こ
と
か
ら
新
施

設
へ
の
入
所
は
原
則
で
き
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
低
所
得
者
の
負
担
額
は
約
４

割
か
ら
２
倍
の
範
囲
で
増
額
と
な
り
、
そ
れ

以
外
の
入
所
者
も
約
６
割
の
負
担
増
と
な
り

ま
す
。

●
利
用
者
負
担
額
の
軽
減
施
策

　

利
用
者
負
担
の
増
額
に
伴
い
、
２
つ
の
軽

減
制
度
の
導
入
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

１
つ
目
は
、「
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利

用
者
軽
減
制
度
」
と
し
て
、
生
活
保
護
受
給

者
は
、
居
住
費
の
負
担
な
し
で
入
所
が
可
能

と
な
り
、
低
所
得
者
は
約
４
割
か
ら
２
倍
の

範
囲
で
増
額
と
な
る
負
担
額
を
約
２
割
か
ら

３
割
の
増
額
に
軽
減
す
る
と
い
っ
た
制
度
の

導
入
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

２
つ
目
は
、「
町
独
自
の
激
変
緩
和
措
置

の
創
設
」
と
し
て
、
生
活
保
護
受
給
者
を
除

く
入
所
者
に
対
し
、
当
分
の
間
、
助
成
に
よ

り
増
額
と
な
る
負
担
額
の
緩
和
を
行
い
、
段

階
的
に
利
用
者
負
担
額
を
引
き
上
げ
る
町
独

自
の
助
成
制
度
の
創
設
を
計
画
し
て
お
り
ま

す
。

　

こ
の
２
つ
の
制
度
に
よ
り
、
低
所
得
者
は

約
１
割
、
そ
れ
以
外
の
方
は
約
２
割
の
負
担

増
に
抑
制
す
る
計
画
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
「
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利

用
者
負
担
軽
減
制
度
」
は
、
法
人
が
負
担
額

を
軽
減
す
る
場
合
に
限
り
制
度
化
さ
れ
る
も

の
で
す
が
、
柏
の
実
会
か
ら
実
施
す
る
と
の

報
告
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

●
経
営
移
譲
と
施
設
建
替
え
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

今
年
２
月
、
経
営
移
譲
と
施
設
建
替
え
に

係
る
「
基
本
協
定
」
を
柏
の
実
会
と
締
結

し
、
４
月
１
日
に
経
営
移
譲
を
行
い
、
柏
の

実
会
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
の
運
営
を
開
始
し
ま
す
。

　

施
設
の
建
替
え
は
、
平
24
年
度
の
ま
ち
づ

く
り
懇
談
会
で
、
平
成
26
年
度
中
に
新
施
設

を
完
成
し
供
用
開
始
す
る
と
説
明
し
ま
し
た

が
、
震
災
復
興
工
事
な
ど
で
建
設
資
材
の
不

足
を
原
因
と
し
た
工
事
の
遅
れ
が
数
多
く
生

じ
て
い
る
状
況
か
ら
、
北
海
道
も
本
来
１
年

度
で
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
補
助
制

度
を
、
２
年
度
で
の
完
成
を
認
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
年
６
月
に
工

事
を
着
工
し
、
新
施
設
で
の
供
用
開
始
を
平

成
27
年
10
月
へ
と
計
画
変
更
し
て
お
り
ま
す
。

  
第
６
次
別
海
町
総
合
計
画
の

 　

 
見
直
し
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
現
在
、
平
成
21
年
３
月
の
策
定

か
ら
５
年
が
経
過
を
す
る
「
第
６
次
別
海
町

総
合
計
画
基
本
計
画
」
に
係
る
中
間
見
直
し

作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

●
総
合
計
画
と
は

　

長
期
的
な
ま
ち
の
将
来
像
や
目
標
、
そ
し

て
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
・
事

業
を
定
め
た
、
今
後
の
自
治
体
経
営
、
地
域

経
営
を
進
め
て
い
く
う
え
で
最
も
基
本
と
な

る
計
画
で
あ
り
ま
す
。

●
第
６
次
別
海
町
総
合
計
画
の
期
間

　

第
６
次
総
合
計
画
は
、
計
画
期
間
を
平
成

21
年
度
か
ら
30
年
度
ま
で
の
10
年
間
と
し

て
、
多
く
の
町
民
の
方
々
の
参
加
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
平
成
21
年
３
月
に
策
定
い
た
し

ま
し
た
。「
笑
顔
あ
ふ
れ
る
豊
か
さ
実
感
の

ま
ち
べ
つ
か
い
」
を
町
の
将
来
像
と
し
て
掲

げ
、
全
６
章
か
ら
な
る
本
計
画
を
本
町
の
ま

ち
づ
く
り
の
指
針
と
し
て
、
現
在
各
施
策
の

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

●
見
直
し
の
必
要
性

　

町
で
は
、
様
々
な
施
策
・
事
業
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
が
、
こ
の
計
画
期
間
中
に
生

じ
る
社
会
情
勢
や
、
町
の
財
政
状
況
の
変

化
、
ま
た
事
業
の
進
捗
状
況
な
ど
の
検
証
に

よ
る
新
し
い
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
中
間

年
度
に
あ
た
る
平
成
25
年
度
に
お
い
て
、
必

要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
を
、
策
定
時
か
ら

予
定
し
て
い
た
も
の
で
す
。

　

第
６
次
総
合
計
画
は
、「
基
本
構
想
」、

「
基
本
計
画
」、「
実
施
計
画
」
の
３
部
門
に

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
中
間
年
度
に

お
け
る
見
直
し
の
対
象
は
、
そ
の
う
ち
の

「
基
本
計
画
」
の
部
分
と
し
て
お
り
ま
す
。

●
見
直
し
策
定
ま
で
の
流
れ

　

こ
れ
ま
で
町
民
を
対
象
に
実
施
し
た
「
ま

ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
結
果
に
よ
る
意

見
や
、
役
場
庁
内
職
員
組
織
、
町
民
組
織
で

あ
る
「
町
民
検
討
委
員
会
」
で
提
案
さ
れ
た

意
見
等
を
検
討
課
題
と
し
、
役
場
課
長
職
で

構
成
す
る
「
総
合
計
画
策
定
委
員
会
」、
次

長
・
部
長
職
で
構
成
す
る
「
総
合
計
画
策
定

会
議
」
に
お
い
て
見
直
し
計
画
の
原
案
を
策

定
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
２
月
７
日
を
期
限
と
し
た
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
、
町
長
の
諮
問
機
関

で
あ
る
町
内
各
団
体
か
ら
の
代
表
者
や
識
見

者
で
構
成
す
る
「
総
合
計
画
策
定
審
議
会
」

に
お
い
て
、
計
画
原
案
に
対
す
る
審
議
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
で
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ

い
た
ご
意
見
は
、
こ
の
「
策
定
審
議
会
」
に

も
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
な
か
で
、
併

せ
て
審
議
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、「
策
定
審
議
会
」
か
ら
町
長
へ

の
答
申
を
経
て
、
最
終
的
に
「
見
直
し
後
の

総
合
計
画
基
本
計
画
」
策
定
に
至
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
主
な
見
直
し
内
容

　

第
６
次
総
合
計
画
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
と
な
る
６
つ
の
目
標
を
定
め
、
そ
の
基

本
目
標
に
対
し
、
具
体
的
項
目
に
よ
る
振
興

策
を
掲
げ
施
策
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
項
目
ご
と
に
「
現
状
あ
る
い
は
今
後
５

年
間
で
必
要
と
さ
れ
る
事
項
」
に
つ
い
て
見

直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
基
本
目
標
１
番
目
の
「
活
力
あ
る

産
業
の
ま
ち
」
に
つ
い
て
は
、
農
業
の
振
興

に
係
わ
る
事
項
で
は
、
本
年
度
に
認
定
を
受

け
た
「
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
都
市
」
に
係
わ
る

取
り
組
み
や
、
畜
産
環
境
対
策
と
し
て
家
畜

排
せ
つ
物
等
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
の
取

り
組
み
な
ど
を
新
た
に
計
画
に
盛
り
込
み
、

商
業
の
振
興
に
係
わ
る
事
項
で
は
、
平
成
21

年
４
月
に
制
定
さ
れ
た
「
中
小
企
業
振
興
基

本
条
例
」
を
受
け
て
策
定
さ
れ
た
「
中
小
企

業
振
興
行
動
指
針
」
等
の
記
載
を
新
た
に
加

え
、
現
状
に
合
わ
せ
た
見
直
し
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

　

基
本
目
標
２
番
目
の
「
自
然
と
共
生
す
る

ま
ち
」
で
は
、
特
に
本
町
に
と
っ
て
、
食
害

な
ど
の
被
害
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い

る
、
エ
ゾ
シ
カ
の
個
体
数
の
適
正
管
理
な
ど

に
つ
い
て
、
修
正
を
加
え
て
い
ま
す
。

　

３
番
目
の
「
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
福
祉
の

ま
ち
」
で
は
、
平
成
24
年
10
月
に
開
設
し
た

新
別
海
町
立
病
院
建
設
後
の
医
療
の
今
後
の

方
向
性
や
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
民
営
化
な
ど
に
つ

い
て
、
新
た
に
加
え
て
お
り
ま
す
。

　

４
番
目
の
「
人
を
育
て
る
学
び
の
ま
ち
」
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は
、
時
間
を
繰
上
げ
ず
午
後
８
時
ま
で
の
投

票
時
間
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
成
27

年
４
月
に
実
施
さ
れ
る
北
海
道
知
事
・
議
会

議
員
選
挙
か
ら
、
投
票
時
間
を
繰
上
げ
て
い

な
い
投
票
所
の
う
ち
、
東
公
民
館
（
第
４
投

票
区
）
と
西
春
別
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
（
第

17
投
票
区
）
の
投
票
所
を
閉
め
る
時
間
を
１

時
間
繰
上
げ
る
検
討
を
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
投
票
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
町
の

20
箇
所
の
投
票
所
の
う
ち
、
午
後
６
時
で
投

票
所
を
閉
め
て
い
る
投
票
所
は
10
箇
所
、
午

後
７
時
で
投
票
所
を
閉
め
て
い
る
投
票
所
は

６
箇
所
、
残
り
の
４
箇
所
は
最
終
の
午
後
８

時
ま
で
と
し
て
お
り
、
尾
岱
沼
市
街
地
と
そ

の
周
辺
地
域
を
含
む
第
４
投
票
区
の
投
票

所
、
西
春
別
駅
前
市
街
地
と
そ
の
周
辺
地
域

を
含
む
第
17
投
票
区
の
投
票
所
を
閉
め
る
時

間
は
午
後
８
時
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

選
挙
管
理
委
員
会
の
考
え
方
と
し
て
、
各

選
挙
で
、
投
票
所
の
投
票
管
理
者
は
、
投
票

所
を
閉
じ
た
後
に
開
票
所
で
あ
る
別
海
町
町

民
体
育
館
へ
投
票
箱
を
届
け
ま
す
が
、
東
公

民
館
（
第
４
投
票
区
）
と
西
春
別
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
（
第
17
投
票
区
）
は
、
投
票
所
を

閉
じ
る
時
間
を
繰
上
げ
て
い
な
い
た
め
、
開

票
所
の
到
着
が
、
他
の
投
票
所
よ
り
遅
く
な

っ
て
い
ま
す
。

　

投
票
管
理
者
の
開
票
所
へ
の
到
着
が
早
く

な
れ
ば
、
開
票
の
開
始
・
確
定
時
間
も
早
く

な
り
、
有
権
者
の
皆
さ
ん
へ
の
開
票
結
果
の

お
知
ら
せ
が
早
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
開
票

作
業
の
経
費
が
削
減
で
き
る
こ
と
か
ら
、
東

公
民
館
と
西
春
別
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
の
投

票
所
を
閉
め
る
時
間
を
１
時
間
繰
上
げ
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
投
票
時
間
の
繰
上
げ
に
よ
り
、
東

公
民
館
と
西
春
別
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
の
投

票
時
間
は
、「
午
前
７
時
～
午
後
８
時
」
が

「
午
前
７
時
～
午
後
７
時
」
に
な
り
ま
す
。

　

今
後
の
予
定
で
す
が
、
平
成
26
年
２
月

に
、
該
当
町
内
会
・
連
合
町
内
会
へ
文
書
に

よ
り
周
知
を
行
い
、
そ
の
後
、
平
成
26
年
５

月
に
は
、
別
海
町
、
町
内
会
長
等
会
議
で
説

明
を
行
う
予
定
と
し
て
お
り
ま
す
。
平
成
26

年
12
月
に
は
、
別
海
町
選
挙
管
理
委
員
会
で

投
票
所
を
閉
め
る
時
間
の
繰
上
げ
を
決
定

し
、
平
成
27
年
２
月
、
広
報
別
海
２
月
号
で

の
周
知
、
平
成
27
年
３
月
の
選
挙
広
報
（
広

報
別
海
３
月
号
折
込
）
に
よ
る
周
知
を
行
う

予
定
で
す
。
そ
し
て
、
平
成
27
年
４
月
に

は
、
北
海
道
知
事
・
議
会
議
員
選
挙
の
実
施

と
な
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
出
席
さ
れ

て
い
な
い
方
の
た
め
に
、
本
年
２
月
に
町
内

会
を
通
じ
て
説
明
資
料
を
回
覧
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ご
意
見
等
が
あ
る
場
合
は
、
別

海
町
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

は
計
画
書
と
し
て
冊
子
を
作
成
、
完
了
の
運

び
と
し
て
お
り
ま
す
。

投
票
所
を
閉
め
る

　

時
間
の
繰
上
げ
に
つ
い
て

　

現
在
、
各
選
挙
に
お
い
て
、
町
内
に
設
置

し
て
い
る
20
箇
所
の
投
票
所
の
う
ち
16
箇
所

は
投
票
所
を
閉
め
る
時
間
を
繰
上
げ
、
そ
の

他
４
箇
所
（
東
公
民
館
、
中
央
公
民
館
、
中

央
児
童
館
、
西
春
別
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
）

で
は
、
現
状
を
踏
ま
え
た
将
来
に
対
す
る
施

策
の
見
直
し
と
し
て
、
国
に
よ
る
「
子
ど
も

子
育
て
支
援
関
連
３
法
」
の
成
立
を
受
け
て

の
、
今
後
の
町
に
お
け
る
幼
保
一
体
的
な
取

り
組
み
、
ま
た
、
町
民
体
育
館
な
ど
社
会
体

育
施
設
の
今
後
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
新
た

に
盛
り
込
ん
で
お
り
ま
す
。

　

５
番
目
の
「
快
適
で
安
全
な
ま
ち
」
で

は
、「
公
営
住
宅
等
の
長
寿
命
化
計
画
」
や

老
朽
化
し
て
い
る
橋
梁
の
「
長
寿
命
化
計

画
」
に
基
づ
く
今
後
の
改
修
計
画
に
つ
い

て
、
ま
た
、
尾
岱
沼
地
区
の
消
防
団
拠
点
施

設
で
あ
る
「
第
３
分
団
詰
所
」
の
建
替
え
計

画
や
、
今
後
予
定
を
し
て
い
る
野
付
半
島
に

お
け
る
災
害
時
の
一
時
避
難
施
設
の
整
備
な

ど
に
つ
い
て
、
盛
り
込
ん
で
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
街
地
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現

在
「
別
海
町
市
街
地
活
性
化
計
画
」
に
つ
い

て
、
別
途
策
定
作
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す

が
、
今
後
こ
の
計
画
に
係
わ
る
状
況
を
、
学

習
会
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
と
い

う
形
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
示
し
し
て
い

く
予
定
と
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

６
番
目
の
「
参
画
と
協
働
で
つ
く
る
ま

ち
」
で
は
、
平
成
23
年
４
月
に
施
行
し
た

「
別
海
町
自
治
基
本
条
例
」
に
関
す
る
内
容

を
盛
り
込
み
、
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
住
民

参
画
の
機
会
の
拡
充
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の

重
要
性
を
改
め
て
記
述
を
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

●
今
後
の
予
定

　

総
合
計
画
策
定
審
議
会
か
ら
の
町
長
へ
の

答
申
後
、
町
議
会
へ
の
経
過
報
告
等
を
経

て
、
平
成
25
年
度
中
に
「
総
合
計
画
見
直
し

計
画
」
を
策
定
し
、
平
成
26
年
度
４
月
中
に

※ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
し
て
い
る
会
議

録
は
、
役
場
総
合
政
策
課
で
閲
覧
が
可
能

で
す
。ま
た
、希
望
者
に
は
送
付
し
ま
す
の

で
、お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　

■
問
合
せ
／
総
務
部
総
合
政
策
課 

　
　
　

ま
ち
づ
く
り
推
進
担
当

　
　
　
　
（
内
線
２
２
１
５
・
２
２
１
６
）
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行政報告３項目に関すること

ご意見・ご質問の内容

町政全般に関すること

特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターの建替えと経営移譲に関すること
Q 福祉に従事する側の対策や人員の確保が必要ではないでしょうか。（西春別）
A 介護する職員の待遇等については、全国的にも大変課題となっており、職員が不足している状況にあります。

町では、「介護員初任者研修制度」について、社会福祉協議会、あるいは柏の実会にも参画していただき、
２月から講座を開き、地元の介護に携わる職員の確保に努めていきたいと考えています。
Ⓠ 新しい施設では居住費が倍増し大変では。利用者負担軽減制度とはどのようなものなのでしょうか。（西春

別・別海）
A ユニット型になるにあたり利用者負担額は1.4〜２倍になりますが、法人が運営する場合、その法人が軽減

を行うことで、利用者の負担をかなり軽減することができます。
　 この利用者負担軽減制度は、法人が負担する分を国と道と町村で負担するもので、「柏の実会」が運営する

法人になった場合、その制度を入れることができ、町のままではできません。柏の実会では経営移譲するに
あたり、これを制度化します。
Q 介護現場職員にも、入所者にも、なるべくストレスを溜めさせないよう、聞いてあげられる体制が必要に思

います。（別海）
A 現在、町が委嘱する相談員が、年に数回町内の施設を訪問して利用者及びその家族から意見を聞いたり相談

に応じたりする「相談員制度」を検討しています。

第６次別海町総合計画の見直し関すること
Q パブリックコメントでは、提出した意見はどう取り扱われるのか。町民から上がった意見が一方通行になら

ないように配慮が必要ではないでしょうか。（別海）
A お寄せいただいた意見については、現在、町ホームページ上や広報紙などで、ご意見の概要を公表していま

す。意見により何かが変ったといった部分を説明をしている状況にはないので、かみ砕いてお知らせできる
かどうか等、今後の検討課題とさせていただきます。

投票所の閉める時間の繰上げに関すること
　※投票所の閉める時間の繰上げに関することに対するご意見・ご質問はありませんでした。

【エゾシカ駆除について】
Q エゾシカの駆除は期間が限定されていますが、通年にできないのでしょうか。（西春別）
A 一部そのような問合せをいただいており、農家の方の牧草収穫作業等の関係も含めて協議し、検討していか

なければならないと考えています。
Ⓠ 野付半島は野鳥や渡り鳥がたくさんいるのに、狩猟期は見られない状況が続いています。改善できないでしょ

うか。（尾岱沼）
A バードウォッチング等の観光客が増えていると聞いています。今シーズンは、囲い罠でシカを捕獲すること

にしておりますが、状況を調べ、検討させていただきたいと思います。

【畜産環境条例について】
Q�酪農産業の発展につながるのか疑問があります。環境問題は町民全体の問題なのに、農家に集中した内容で

はないでしょうか。（西春別）
A�家畜排せつ物を適正に処理し、環境に悪影響が出ないようにするため制定するもので、将来にわたって、本

町の農業と漁業が共存共栄していけることを目的としています。漁業者の皆さんとも協力しながら、ひとり
一人が環境について、もう少し気を遣っていただくことを主旨としています。

【バイオマス産業都市の認定について】
Q町にとってどんな利点があるのですか。（西春別）
A 本町のバイオマスタウン構想に基づき、メタン発酵技術による大規模バイオガスプラント事業を軸として、

今まで処分されてきた水産系、食品系を含む総合的なバイオマス利活用により、再生可能なエネルギーの創
出、河川や地下水の水質改善等への貢献を図っていきたいということで進めております。
Q農家にとってプラスになるのでしょうか。（西春別）
A�利用する酪農家の方にとって、これからの酪農経営にメリットがあるよう、どう最大限の状況へ持っていく

か最後の詰めを行っています。

※�紙面の関係上、全てのご意見・ご質問等を掲載できないた
め、一部抜粋とさせていただきます。ご了承願います。
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Qふん尿が受入必要量に足りない場合、ペナルティを科すという話を聞きました。事実でしょうか。（西春別）
A ペナルティを科すということではなく、酪農家の方も農協も町も一緒になって原料確保に取り組みましょう

ということです。
Q研修牧場のバイオガスプラントは、いらなかったのでは。（西春別）
A�研修牧場のプラントはスラリーを発酵させており、ここで処理できないものも新たなプラントでは処理が可

能であり、運んで処理することも検討しています。

【農地について】
Q荒廃した農地が散見されますが、農地保全についてどう考えていますか。（西春別）
A�農家戸数の減少が問題となっており、戸数が減少すると遊休農地が出てこざるを得ない状況となります。こ

れ以上農業者が減らないようにするためにどうしたら良いか、真剣に考えることが農地保全につながると考
えています。

【避難施設について】
Q野付半島の避難施設はいつ計画されるのですか。（尾岱沼）
A�これまでも第６次別海町総合計画の後期で実施を予定しており、なるべく早い時期に、施設の実施計画を含

む避難計画の全面的な計画を立てながら進めていきたいと考えています。

【海岸線の侵食について】
Q�野付半島の海岸線侵食が激しく、去年は海水に洗われ断水になったことがありました。また、作業場が無く

なってきており、今の道路を裏の方にあげられないでしょうか。（尾岱沼）
A�今後、消波堤を先行し、次に迂回路を計画するような内容で振興局と協議を進めています。
Q�過去には大地震で野付半島先端部分が完全に越波した実例があり、いつ起きるかわからない災害に対し、灯

台より先端部の道路を完成してもらえないでしょうか。（尾岱沼）
A通行に支障のないよう、新年度中に測量や高さ調整をし補修していきたいと考えています。
Q各年度の事業拡大をし、なるべく早く事業を進めるよう努めてください。（尾岱沼）
A�現在、北海道でも財源の問題などから一挙に進まない状況にありますが、もっとスピードを速め海岸保全対

策を講じてもらえるよう強く要請してまいります。
Q 茨散地域は海岸が侵食され国道から２～３ｍくらいになっており、波が道路を越えたら民家は間違いなく被

害を受けます。ブロックを入れるなど対応いただけないでしょうか。（尾岱沼）
A�海岸保全は都道府県知事が工事を実施するため、町としては状況を詳しく確認し、強く道へ要望してまいり

たいと思います。

【道路について】 
Q�尾岱沼市街地裏通りは、どんな方向で計画されてい

るのでしょうか。（尾岱沼）
A�道路が現状では無いため、どのように道路を建設し

ていくのか町内会等と連絡を密にし進めていきたい
と思っています。

【高齢者施設について】 
Q�尾岱沼は高齢者が多くなっており、「遊海」という比較的健康な高齢者が集まる場所がありますが、デイサー

ビスセンター的な施設を建設してもらえないでしょうか。（尾岱沼）
A�地域の要望が出てくれば、将来的に、例えば他のいろいろな施設と合わせて多機能的な施設を整備するといっ

たことも考えられ、今後の必要性について検討させていただきたいと思います。
　  （意見） 複合的な建物をという考えがあるのならば、ぜひ「子どもの施設」ということも一緒に考えていた
　　　　　だければと思います。

【別海地区の市街地について】 
Q あまりにも空洞化しすぎており、何とかしなければならないのでは。（別海）
Aただいま、「別海町市街地活性化計画（別海地区）」の策定に向けた検討をしております。

【生徒の進学について】 
Q�各家庭の経済状況で子どもの進路が限定されてしまわないよう対策が必要ではないでしょうか。（別海）
A 教育委員会では奨学資金の貸付を行っています。また、医療奨学生には最近増額をし、将来的に地元に戻っ

てきてもらえることを期待しています。

◎ 詳細は、町ホームページで公開中の会議録をご覧ください。また、希望者には会議録を送付しますので、お気軽にご連絡ください。
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